
第５０回軽井沢町民スキー大会開催要項 

 

１．目  的  大会を通じてスキーの技術の向上と町民相互の親睦を深めると共にスキー人口 

の拡大を図ることを目的に開催する。 

 

２．主  催  軽井沢町スポーツ協会 

 

３．主  管  軽井沢スキークラブ 

 

４．後  援  軽井沢プリンスホテルスキー場・軽井沢町 

 

５．期  日  令和８年３月７日（土） 

 

６．日  程  受   付 ７時３０分～８時（スキー場事務所前、駐車所側） 

         開 会 式 ８時１５分～ 

         インスペクション ８時４０分～９時１０分（ゼッケン着用、９時００分入場規制） 

         ※競技前の練習は各自とし、競技開始に間に合うように行う。 

         競技開始 ９時３０分～（昼頃終了予定） 

         表 彰 式 競技終了後に部門ごと実施。（表彰をもって閉会式に代える。） 

          

７．会  場  軽井沢プリンスホテルスキー場 パラレルコース 

 

８．競  技  大回転競技（ＧＳ）を１本滑走、タイムレース 

 

９．部  門  ・スキーの部 

(1)小学生 1・2年男子の部          (2)小学生 1・2年女子の部 

(3)小学生 3・4年男子の部          (4)小学生 3・4年女子の部  

(5)小学生 5・6年男子の部          (6)小学生 5・6年女子の部 

(7)中学生男子の部              (8)中学生女子の部 

(9)青年男子の部（高校生以上 30歳未満）(10)青年女子の部（高校生以上 30歳未満） 

(11)一般男子の部（30歳以上 45歳未満）(12)一般女子の部（30歳以上 45歳未満） 

(13)壮年男子の部（45歳以上 60歳未満）(14)壮年女子の部（45歳以上 60歳未満） 

(15)シニア男子の部（60歳以上 70歳未満） 

(16)シニア女子の部（60歳以上 70歳未満） 

(17)シルバー男子の部（70歳以上）      (18)シルバー女子の部(70歳以上) 

(19)スペシャルオリンピックスの部 

・スノーボードの部 

(20)スノーボード小学生以下男子の部   (21)スノーボード小学生以下女子の部 

(22)スノーボード中学生以上男子の部   (23)スノーボード中学生以上女子の部 

         ※各部参加選手が少ない場合、他部と合わせる場合があります。 

１０．参加資格  町民、町内事業所に勤務するもの及びその家族、町内別荘所有者 

          （但し、小中学生については、保護者の承諾を得た者） 



 

１１．参加料  ５００円（当日徴収する） 

 

１２．定 員  先着 70 名 

 

１３．持ち物  スキー、スノーボード用具一式 

※大会側で用具の貸し出しは行わない。各自用意すること。 

※安全のため、ヘルメットの着用を推奨する。 

 

１４．申込期限  令和８年２月２０日（金）（大会当日の申込みは受付けない） 

 

１５．申込先  大会事務局（観光経済課スポーツ推進係役場６番窓口）及び町 HP で所定の申込用

紙を配布する。必要事項記入のうえ、事務局へお申し込みください。 

１名から申し込むことも可能。電話・メール・FAXでの申し込みも可。 

※申し込み後参加できなくなった場合は早めに（遅くとも前日までに）連絡すること。 

当日キャンセルは厳に慎むこと。 

           TEL：０２６７－４５－８５７９   FAX：０２６７－４６－３１６５  

Mail：sports@town.karuizawa.nagano.jp 

 

１６．表 彰   各部の１～３位にメダル、賞状を授与する。４位～６位までに賞状を授与する。 

 

１７．その他   １）順位はタイムにより決定。また、スタート順、その他競技方法は主催者の責におい 

て決定する。  

２）競技中に転倒した場合は、当該選手は直ちに棄権とする。 

          ３）駐車場については、有料（１台１，５００円）（送迎は３０分以内無料） 

          ４）受付の際、大会参加用のゼッケン及びリフト券を貸し出すが、競技終了後、速や 

かに大会本部へ返却することする。引き換えに抽選会抽選券を配布する。 

競技終了後引き続き滑走する場合は、リフト券の購入が別途必要。 

          ５）悪天候、ゲレンデコンディションの状況により大会が中止となる場合がある。 

          ６）体調不良の場合は参加を控えること。  

          ７）大会中の事故、傷害、物損等については、主催者は応急処置のみとし、以後の責 

任は一切責を負いません。 


